
石石神神井井川川擁擁壁壁点点検検のの結結果果概概要要  
  

石神井川 擁壁点検の目的 
 
 石神井川管理用通路（遊歩道）沿い、民有地下部にある石積・ブロック積擁壁は、石神井川の河
川改修により整備されたもので、整備後 40 年以上が経過している。このことから、石積・ブロッ
ク積擁壁の一斉点検を行い、併せて、今後の適正な維持管理を行うための防災カルテ等の基礎資料
を作成した。 

 
点検期間 
  
平成 26年 5月 21日～23日、26日～29日（計 7日間） 

 
点検内容 
 
●すべての擁壁（17 箇所）について、「道路防災の手引き（豪雨・豪雪等）」に基づいて、安定度調
査を実施した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
●安定度調査においては、地表踏査（展開図作成、目視点検、写真撮影）を行い、「箇所別記録表」
「安定度調査表」「擁壁点検表」「現状記録写真」を作成した。 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点検作業状況 

擁壁点検表（一例） 

箇所別記録表（一例） 

要対策

カルテ対応

対応不要

凡 例
No.1No.2No.3No.4No.5No.6

No.7No.8No.9

No.10

No.11 No.12

No.13 No.17No.16No.15No.14

擁 壁 点 検 

対象箇所位置図 
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点検結果 

 
●擁壁ごとの安定度調査の結果から、「要対策」「カルテ対応」「対策不要」の 3段階の総合評価を行
った。その結果、全 17箇所において、要対策 4箇所、カルテ対応 9箇所、対策不要 4箇所と判定
した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      変状が進行しており、何らかの措置を講じないと崩壊に至る可能性のある箇所。 

      小規模な変状が見受けられるため、「防災カルテ」により、変状の進行など監視を行っていく箇所。 

      変状等がなく、現状では崩壊の要因となるものが発見されず、新たな対応を要しない箇所。 

今後の維持管理 

 
●「要対策」と判定された擁壁（4箇所）は、既に応急対応として鋼板当て板工及びクラックの目
地補修が施工済みであり、ただちに崩壊等に至る危険性は少ないと思われる。しかし、樹木の根
の侵入等による変状は引き続き進行するため、「防災カルテ」による継続観察を行いつつ、今回
の点検によって確認された変状と発生原因に基づいて、効果的な工法・補修設計の検討を行う。 

 
●「カルテ対応」と判定した擁壁のほか、「対策不要」の擁壁も含め、すべての擁壁（17箇所）に
ついて防災カルテを作成し継続観察することとする。今後、出水期前を目途に「防災カルテ」を
活用して点検を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【問合せ先】 

北区土木部道路公園課 

電話：03-3908-9275  

点検結果一覧 

要対策 

カルテ 

対策不要 

要対策

カルテ対応

対応不要

凡 例
No.1No.2No.3No.4No.5No.6

No.7No.8No.9

No.10

No.11 No.12

No.13 No.17No.16No.15No.14

●〈要 対 策〉4箇所 

●〈カ ル テ〉9箇所 

●〈対策不要〉4箇所 
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防災カルテ（一例） 


